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八：二フルオロテロマーアルコールに関する、使用することができる用途及び 

技術上の基準に従わなければならない使用されている製品の改正について（答申） 
 
 
 令和７年７月 14日付け諮問第 635号により中央環境審議会に対してなされた「八：

二フルオロテロマーアルコールに関する、使用することができる用途及び技術上の基

準に従わなければならない使用されている製品の改正について（諮問）」について、

別紙のとおり結論を得たので答申する。 


